
職場で行われる、➀～③の要素全てを満たす行為をいいます。

① 優越的な関係を背景とした言動

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③ 労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

令和２年６月１日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。

中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和４年４月１日から義務化され

ます（令和４年３月31日までは努力義務）。

代表的な言動の６つの類型 該当すると考えられる例

１ 身体的な攻撃

暴行・傷害

●殴打、足蹴りを行う。

●相手に物を投げつける。

２ 精神的な攻撃

脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

●人格を否定するような言動を行う。

相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。

●業務の遂行に必要な以上に長時間にわたる厳しい叱責を

繰り返し行う。

３ 人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

●１人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立

させる。

４ 過大な要求

業務上明らかに不要なことや

遂行不可能なことの強制・仕事の妨害

●新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応

できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったこと

に対し厳しく叱責する。

５ 過小な要求

業務上の合理性なく能力や経験と

かけ離れた程度の低い仕事を命じること

や仕事を与えないこと

●管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な

業務を行わせる。

●気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与え

ない。

６ 個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

●労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な

個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者

に暴露する。

※個別の事案について、パワハラに該当するのかの判断に際しては、当該言動の目的、言動が行われた経緯や状

況等、様々な要素を総合的に考慮することが必要です。

また、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも配慮

しながら、相談者と行為者の双方から丁寧に事実確認を行うことも重要です。

職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型、該当すると考えられる例

職場における「パワーハラスメント」の定義

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

＼中小企業の事業主の皆さま／

労働施策総合推進法に基づく
｢パワーハラスメント防止措置｣が
中小企業の事業主にも義務化されます！
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検索職場におけるハラスメント防止のために

「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは？

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

事業主の方針等の

明確化および周知・啓発

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針

を明確化し、労働者に周知・啓発すること

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等

文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

相談に応じ、適切に

対応するために

必要な体制の整備

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるよう

にすること

職場におけるパワハラ

に関する事後の

迅速かつ適切な対応

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること

（事実確認ができなかった場合も含む）

併せて講ずべき措置

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、

その旨労働者に周知すること

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない

旨を定め、労働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益

な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

以下の望ましい取り組みについても、積極的な対応をお願いします。

 パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、

単独ではなく複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること

 職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと

（コミュニケーションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等）

 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、

以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと

・他の事業主が雇用する労働者 ・就職活動中の学生等の求職者

・労働者以外の者（個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等）

 カスタマーハラスメントに関し以下の取り組みを行うこと

・相談体制の整備

・被害者への配慮のための取り組み

（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等）

・被害防止のための取り組み（マニュアルの作成や研修の実施等）

職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ

都道府県労働局雇用環境・均等部（室） https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf

社内の体制整備に活用できる情報・資料

●事業主・労働者向けパンフレットや社内研修用資料

厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

●ポータルサイト「あかるい職場応援団」

職場におけるハラスメントに関する情報を発信しています。

職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組み

検索あかるい職場応援団 HP
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① 第１種（男性労働者の出生時育児休業取得）

202２年度 両立支援等助成金のご案内

厚生労働省・都道府県労働局

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に
基づき業務体制の整備をしていること。

●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続５日以上の育児休業を取得すること。

（※所定労働日が４日以上含まれていることが必要です。）

＜代替要員加算＞

●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。

事業主の皆さまへ

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得

した男性労働者が生じた事業主に支給します。※支給額 < >内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

※生産性要件や、１事業主あたりの支給回数および中小企業の範囲など詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください（最終ページ参照）。
※第１種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コースとの併給はできません。

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、以下の取組を支援します!!

職業生活と

家庭生活の

両立支援

おもな
要件

●第１種の助成金を受給していること。

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に
基づき業務体制の整備をしていること。

●第１種の申請をしてから３事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30％以上上昇し
ていること。

●育児休業を取得した男性労働者が、第１種申請の対象となる労働者の他に２名以上いること。

②第２種（ 男性労働者の育児休業取得率上昇）

仕事と介護の両立支援！

男性の育児休業取得を促進！

仕事と育児の両立支援！

１ 出生時両立支援コース
（子育てパパ支援助成金）

２ 介護離職防止支援コース

３ 育児休業等支援コース

※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース、不妊治療両立支援コースについては、
厚生労働省のホームページをご参照ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする保護者への支援については、

厚生労働省ホームページをご確認ください（最終ページ参照）。

１ 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金） 中小企業事業主のみ対象

支給額

①

第１種 20万円

代替要員加算
20万円

（代替要員を３人以上確保した場合には45万円）

② 第２種

１事業年度以内に30％以上上昇した場合：60万円<75万円>

２事業年度以内に30％以上上昇した場合：40万円<65万円>

３事業年度以内に30％以上上昇した場合：20万円<35万円>

New
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「介護支援プラン★」を作成し、プラン

に沿って労働者の円滑な介護休業の取

得・職場復帰に取り組み、介護休業を取

得した労働者が生じた、または介護のた

めの柔軟な就労形態の制度（介護両立支

援制度）の利用者が生じた中小企業事業

主に支給します。

A：介護休業

<休業取得時>

●介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ
労働者へ周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計５日（所定労働日）以上の介護
休業を取得すること。

<職場復帰時>

※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である（休業取得時を受給していない場合申請不可）とともに、休業取得時の要件
かつ以下を満たすことが必要です。

●「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司又は人事労務担当
者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの
間、雇用保険被保険者として３か月以上継続雇用していること。

おもな
要件

●介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労
働者へ周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労
働者が合計20日以上（＊１，２を除く）利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申
請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

B：介護両立支援制度（介護のための柔軟な就労形態の制度）

２ 介護離職防止支援コース 中小企業事業主のみ対象

・所定外労働の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度

・時差出勤制度 ・法を上回る介護休暇制度＊１

・深夜業の制限制度 ・介護のためのフレックスタイム制度

・短時間勤務制度 ・介護サービス費用補助制度＊２

※A～Cいずれも１事業主１年度５人まで支給。

★介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成
する必要がありますが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいま
せん。（※介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません）

＊１，２ 利用期間が利用開始から６か月を経過する日の間に一定の要件をみたすことが必要

C：新型コロナウイルス感染症対応特例

●介護のための有給休暇（新型コロナウイルス感染症対応）について、所定労働日を前提として
20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者
に周知すること。

●対象労働者が介護のための有給休暇（新型コロナウイルス感染症対応）を合計５日以上取得す
ること。

●対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

支給額

Ａ介護休業
休業取得時 28.5万円<36万円>

職場復帰時 28.5万円<36万円>

Ｂ介護両立支援制度 28.5万円<36万円>

Ｃ新型コロナウイルス
感染症対応特例

5日以上10日未満 20万円
10日以上 35万円
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※１事業主あたりＡ・Ｂ合わせて１年度10人まで支給。（５年間）

「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者

の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を

取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。

※A・Bとも１事業主２人まで支給（無期雇用労働者1人、
有期雇用労働者1人）

A：育休取得時

●育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労
働者へ周知すること。

●育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき、対象労働者の育児休業（産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする
場合は、産前休業。）の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対
象労働者に、連続3か月以上の育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、
産後休業を含む）を取得させること。

おもな
要件

３ 育児休業等支援コース 中小企業事業主のみ対象

B：職場復帰時

●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実
施すること。

●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者
が面談を実施し、面談結果を記録すること。

●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの
間、雇用保険被保険者として６か月以上継続雇用していること。

Ⅰ 育休取得時・職場復帰時

育児休業取得者の業務を代替する労働者を

確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復

帰させた中小企業事業主に支給します。

●育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。

●対象労働者が３か月以上の育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後
休業を含む）を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する（A）または代替要員
を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる（B）こと。

●対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険
被保険者として６か月以上継続雇用していること。

おもな
要件

Ⅱ 業務代替支援

※「A：育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。

支給額

Ａ 新規雇用 47.5万円<60万円>

Ｂ 手当支給等 10万円<12万円>

有期雇用労働者加算
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算

9.5万円<12万円>

※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可。

Ⅲ 職場復帰後支援 支給額

制度導入時 28.5万円<36万円>

制度利用時
A:子の看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間
B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3

※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか１回のみの支給。
制度導入のみの申請は不可。

※制度利用は、最初の申請日から３年以内５人まで支給。
１事業主当たりの上限は、A：200時間<240時間>、B：20万円<24万円>まで。

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が

特に困難な時期にある労働者のため、以下

の制度導入などの支援に取り組み、利用者

が生じた中小企業事業主に支給します。

おもな
要件

●育児・介護休業法を上回る「A：子の看護休暇制度（有給、時間単位）」または「B：保育サー

ビス費用補助制度」を導入していること。

●対象労働者が１か月以上の育児休業（産後休業を含む。）から復帰した後６か月以内において、

導入した制度の一定の利用実績（A：子の看護休暇制度 は10時間以上（有給）の取得または

B：保育サービス費用補助制度は３万円以上の補助）があること。

New

支給額

A 休業取得時 28.5万円<36万円>

B 職場復帰時 28.5万円<36万円>
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両立支援等助成金 厚生労働省 検 索

◎支給申請書や記載例は、厚生労働省HPからダウンロードできます。
◎その他詳しい支給の要件や手続、生産性要件等については、厚生労働省HPをご参照いただくか、

申請する管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。

2022年３月作成 リーフレットNo.６

小売業（飲食業含む） 資本額又は出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下

サービス業 資本額又は出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下

卸売業 資本額又は出資額が１億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下

その他 資本額又は出資額が３億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下

 中小企業事業主の範囲は、以下のとおりです。中小企業の範囲

生産性要件について

助成金を申請する事業所において、「生産性要件算定シート」を用いて計算された生産性の伸び率が、「生産性要件」を

満たしている場合、助成金の割増等を行います。詳細は厚生労働省HPをご覧ください。

※なお、事業所内保育施設コースについては平成28年4月から新規計画の認定申請受付を停止しています。
企業主導型保育事業（内閣府）による助成制度をご参照ください。

★「介護支援プラン」「育休復帰支援プラン」について

労働者の介護休業や育児休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。
・プランの作成の際には、厚生労働省HPに掲載している「介護支援プラン策定マニュアル」
「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。

・プラン策定のノウハウを持つ「仕事と家庭の両立支援プランナー」が中小企業に訪問
し、プラン策定支援を無料で行っています。詳細はHPをご覧ください。

厚生労働省 両立プランナー 検 索

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により
子どもの世話をする保護者への支援について

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を
休まざるを得ない保護者に対して有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を
取得させた事業主を支援します。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

・小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00
002.html

・両立支援等助成金（育児休業等支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例））
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html

その他

新型コロナ 休暇支援 検 索
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※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者１人当たりの付加

価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性

と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水

準を超えている場合等に、加算して支給されます。

事業場内最低賃金920円未満の事業場も賃

金引き上げ労働者数10人以上の助成上限

額区分を利用できます。

(a) 特例対象事業者の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因に

より利益率※が前年同月に比べ３%ポイント以上低下した事業

者」を特例の対象事業者に追加します。

※売上高総利益率または売上高営業利益率（申請前３か月のうちの任意の1か月の

総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

(b) 売上高等が減少している

事業者の要件緩和

「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して

いる事業者」の要件を緩和します。

・売り上げ減少幅 ：「30％」→「15％」

・売上高の比較対象期間：「2年前まで」→「3年前まで」

(c) 助成上限区分の緩和
(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数

10人以上の助成上限額区分を利用できます。

(d) 助成対象経費の要件緩和

特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。

「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万

円以下」

事業場内最低
賃金

助 成 率
生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

9 2 0円以上 3/4 4/5

8 7 0円以上
9 2 0円未満

4/5 9/10

8 7 0円未満 9/10

交付申請書・事業実施計画

などを事業場所在地を管轄

する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出

した計画に沿って

事業実施

労働局に事業実施

結果を報告

助成金支給までの流れ

審査・
交付決定

支
給

業務改善助成金（通常コース）のご案内
「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大など制度が充実します

業務改善助成金（通常コース）は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げ、設備投

資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス

感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けら

れています。

審査

２．最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられます

１．原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者に特例が適用されます

新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者が特例を受けやすくなります

拡充のポイント

事業内最低賃金

引き上げ

原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に、特例を適用するなど、拡充を行いましたので、ぜひご

活用ください。

設備投資等
機械設備、コンサルティング

導入、人材育成・教育訓練

費用の一部

を助成

事業場内最低
賃金

助 成 率
生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

９００円以上 3/4 4/5

９００円未満 4/5 9/10
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※申請期限：令和５年１月31日

コース区分 引き上げ額 引き上げる労働者数 助成上限額 助成対象事業場

3 0 円コース 30円以上

１人 ３０万円

以下の要件を両方満
たす事業場

• 事業場内最低賃金
と地域別最低賃金
の差額が30円以内

• 事業場規模100人
以下

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７人以上 １００万円

10人以上※ １２０万円

4 5 円コース 45円以上

１人 4 5万円

２～３人 7 0万円

４～６人 1 0 0万円

７人以上 1 5 0万円

10人以上※ 1 8 0万円

6 0 円コース 60円以上

１人 6 0万円

２～３人 9 0万円

４～６人 1 5 0万円

７人以上 2 3 0万円

10人以上※ 3 0 0万円

9 0 円コース 90円以上

１人 9 0万円

２～３人 1 5 0万円

４～６人 2 7 0万円

７人以上 4 5 0万円

10人以上※ 6 0 0万円

働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む方に、設備資金や

運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 事業完了の期限は、令和５（2023）年３月31日です。

日本政策金融公庫
店舗検索ページ

（R4.９.１）

※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象となります。

①賃金要件：事業場内最低賃金920円未満の事業場

②生産量要件：

売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平均値が前年、前々年または３年前の同じ月に比べて、

15％以上減少している事業者

③物価高騰等要件：

原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の１月の利益率が

３％ポイント以上低下している事業者

各コースの概要

注意事項

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：0 1 2 0 - 3 66 - 4 40（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ
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業務改善助成金（特例コース）のご案内
対象期間延長とともに

「原材料高騰により利益が減少した事業者」も助成対象になりました

• 申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。

• 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、その差額が支払われた

場合は30円以上の引き上げがされたものとして取り扱います。

 就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後

の賃金額を支払っていること

就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費（関

連する経費）がある場合は、その費用も支払う必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

１．申請期限と賃上げ対象期間を延長します

２．対象となる事業者を拡大し、助成率も引き上げます

『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少し

た中小企業事業者等を支援する助成金です。

対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が５％ポイント以上低下した事業者を対象

に追加するなどの拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。

変 更 前 変 更 後

申請期限 令和４年７月29日まで 令和５年１月31日まで

賃 上 げ

対象期間

令和３年7月16日から

令和３年12月31日まで

令和３年７月16日から

令和４年12月31日まで

支給要件

 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること

① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30％以上

減少している事業者

・比較する売上高等の生産指標：令和３年４月～令和４年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値

・比較対象期間：前年、前々年または３年前の同期

② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和３年４月から令和４年12月のうち

任意の１月における利益率が５％ポイント以上低下した事業者

 令和３年７月16日から令和４年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること

引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。対象となる事業者（事業場）

助成対象事業者

の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前

年同月に比べ５％ポイント以上低下した事業者」を追加します。

※売上高総利益率または売上高営業利益率（令和３年４月から令和４年12月のうち、任意

の１か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

売上高等の

比較対象期間

見直し

売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を見直します。

見直し前：令和３年４月から［令和３年12月まで］

見直し後：令和３年４月から［令和４年12月まで］
※比較対象期間を２年前まで→３年前までに変更

助成率の

引き上げ
【一律3/4】を､事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に
引き上げます。

拡充のポイント
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（R4.９.１）

引き上げる
労働者数

上 限 額

1人 3 0万円

2人～3人 5 0万円

4人～6人 7 0万円

7人以上 1 0 0万円

助成金の要綱・要領や、申請書の様式、記載例等はウェブサイトからダウンロードできます。

特例コースの概要

[参考]

日本政策金融公庫では､事業場内最低賃金の引

き上げに取り組む方に対して、設備資金や運転

資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金

融公庫の窓口にお問い合わせください。

担当部署：

各都道府県日本政策金融公庫

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

助成額・助成率

助成額 最大100万円 ※ 対象経費の合計額×助成率

助成率

事業場内最低賃金により異なります。

920円未満：４／５

920円以上：３／４

A 生産向上等に資する

設備投資等

機械設備※１、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など

※１：PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員７人以上又は車両

本体価格200万円以下の自動車なども対象（自動車は乗車定員

11人以上から拡充）

B 業務改善計画に計上された

関連する経費※２

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設

など

※２：「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助成対象

助成金支給までの流れ

交付申請書・事業実施計画などを提出する

・提出先：事業場所在地を管轄する都道府県

労働局 雇用環境・均等部(室)

・締め切り：令和５(2023)年１月31日(火)

申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。

予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を

終了する場合があります。

交付決定後、提出した計画に沿って取り組み

を実施

交付決定前に行った設備投資等は助成対象外です。

支給

審査

労働局に事業実施結果を報告

交付額確定後、労働局に支払い請求を提出

審査

助成額の上限

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：0120 - 366 - 440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ
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助成金のご案内
～令和４年度予算～

感染症の影響を受けた事業主に対する助成金
〇産業雇用安定助成金のご案内

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主が、在籍型出向によって雇用を
維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対し、
その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
【問合せ先】コールセンター ０１２０（６０）３９９９

さらに、受給した後、県の「富山県在籍型出向支援補助金」を
申請すると上乗せ補助されます。
【問合せ先】富山県人材活躍推進センター： 076（411）9169 

労働者の職業能力向上のための助成金
〇人材開発支援助成金（人への投資促進コース）の創設

〇人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）の助成額上限引上げ

〇人材開発支援助成金（特定訓練コース）
正社員を対象とする訓練に高率助成対象となる訓練の拡充

中小企業事業主の場合の経費助成額の上限を引き上げ
るとともに、訓練受講労働者を正社員化した場合と、
非正規のままとする場合で助成率に差異を設けました。
【問合せ先】助成金センター ０７６（４３２）９１７２

労働生産性向上訓練の対象に「ＩＴスキル標準
（ITSS）レベル２となる職業訓練」を追加しました。
【問合せ先】助成金センター ０７６（４３２）９１７２

リーフレット、
本省HPや

局HPなどの
二次元コード

「人への投資」を加速化するため、高度デジタル人材
の育成のための訓練経費の助成や、労働者の多様な訓
練の選択を可能とする「定額制訓練」（サブスクリプ
ション型の研修サービス）への助成など、５つの制度
を新設しました。
【問合せ先】助成金センター ０７６（４３２）９１７２
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〇改正育児・介護休業法が段階的に施行されています
令和４年１０月から
●「産後パパ育休（出生時育児休業）」が創設され
男性労働者も育休が取得しやすくなります
●従来の育休の分割取得が可能となり「産後パパ育休」
と併せて最大4回取得できるようになります
●1歳以降の延長期間の途中で夫婦が育休を途中交代
できるようになります

〇11月は「過労死等防止啓発月間」です
● 過労死等を防止することの重要性について国民の
自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に
実施しています。

● 過労死等防止対策推進シンポジウム <富山会場>【参加費無料】
日時：令和４年11月18日（金）

14：00～16：15（受付13:30～）
会場：ボルファートとやま 琥珀の間

（富山市奥田新町８－１）
参加申し込みはコチラ→

お知らせ

（041104）

改正内容の詳細
はこちら ↓

男性の育児休業取得を促進
〇両立支援等助成金（出生時両立支援コース）

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や
業務体制を整備し、育児休業を取得させた中小企業
事業主に対して支給します。
出生後速やかに男性労働者に育児休業を取得させた
場合や、育児休業取得率が上昇した場合が対象です。
【問合せ先】雇用環境・均等室 ０７６（４３２）２７４０

リーフレット、
本省HPや

局HPなどの
二次元コード

- 44 -


